
   国立大学法人大分大学情報公開規程 

平成１６年４月１日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学（以下「本法人」という。）の教育・研究及び組織

運営に係る諸活動に関する情報を広く公開することにより，当該諸活動を国民に説明する責務

を果たすことを目的として，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１４年

政令第１９９号）並びに関係法令等に定めるもののほか，本法人の保有する情報の公開（以下

「情報公開」という。）の円滑な実施に関し必要な事項を定める。 
 

 （情報公開の原則） 

第２条 本法人における情報公開は，前条に規定する目的を達成するため，積極的に行うことを

原則とする。ただし，個人情報等に関しては，その保護に十分配慮する。 

 

 （情報公開の組織等） 

第３条 本法人における情報公開は，学長が行うものとする。 

２ 情報公開に関する受付窓口及び閲覧等の場所は事務局に置き，その事務は，総務部総務課に

おいて行う。 

３ 前項の事務は，開示請求にかかる法人文書（国立大学法人大分大学法人文書管理規程（平成

２３年規程第２３号。以下「文書管理規程」という。）第２条第１号に規定する法人文書をい

う。）を保有し管理している部局（文書管理規程第２条第５号に規定する部局をいう。）の事

務局との緊密な連携等のもとに処理する。 

 

（審議機関） 

第４条 本法人における情報公開に関する基本方針その他重要な事項の審議は，国立大学法人大

分大学情報公開，個人情報保護，特定個人情報の取扱い及び匿名加工情報の管理に関する委員

会において行うものとする。 

 

 （情報公開の手続） 

第５条 本法人における情報公開の実施に係る取扱いについては，別に定める。 

 

 （開示・不開示の審査基準） 

第６条 情報公開に係る開示・不開示の審査基準については，別に定め，公表する。 

 

 （法人文書の管理に関する定め） 

第７条 本法人における法人文書の管理に関する定めについては，別に定め，一般の閲覧に供す

る。 

 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，情報公開に関して必要な事項は，学長が別に定める。 

 

   附 則（平成１６年規程第１２１号） 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人法施行令（平成１５年１２月３日政令第４７８号）附則第１６条の規定に基づ

き，旧大分大学長がした行為及び旧大分大学長にされた行為は，本法人がした行為及び本法人

がされた行為とみなす。 

 

   附 則（平成１７年規程第６５号） 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

 



   附 則（平成１８年規程第３２号） 

 この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０年規程第２１号） 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２３年規程第２４号） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年規程第５２号） 

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第６２号） 

この規程は，平成２７年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第５号） 

 この規程は，平成３０年２月２６日から施行する。 

 

  附 則（令和４年規程第１５号） 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 


